
次の行為は犯罪です！

携帯電話、キャッシュカード、通帳を他人に売る、譲る。

携帯電話、銀行口座を他人のために契約する。

他人のキャッシュカードを使って、お金をおろす。

入っている物が分からない封筒や荷物を
他人から受け取り、依頼人に渡す。

このような行為の背後には
犯罪組織などが潜んでいます。

あなたに犯罪をする意識がなくても、
犯罪組織に協力したことになります。
簡単で儲かるからと誘われても、
関わることは絶対にやめましょう！
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